
長岡市建設工事の入札に係る総合評価方式試行要領の運用基準（令和７年３月18日公告

第60号）新旧対照表 

新 旧 

長岡市建設工事の入札に係る総合評 

価方式試行要領の運用基準     

  

長岡市建設工事の入札に係る総合評 

価方式試行要領の総合評価点算定基 

準 

この運用基準は、長岡市建設工事の入札

に係る総合評価方式試行要領（平成19年長

岡市公告第165号。以下「要領」という。）

に規定する総合評価方式により建設工事

の受注者を決定するために、       

                   

必要な事項を定めるものとする。 

この算定基準は、長岡市建設工事の入札

に係る総合評価方式試行要領（平成19年長

岡市公告第165号。以下「要領」という。）

に規定する総合評価方式により建設工事

の受注者を決定する場合における技術資

料及び技術提案の評価の方法について、   

必要な事項を定めるものとする。 

１ 総合評価点の算定方法 １ 総合評価点の算定方法 

総合評価方式による総合評価点（以下

「評価点」という。）は、予定価格の制

限の範囲内で入札書が無効でない者につ

いて、次の算式により算定する。 

総合評価方式による総合評価点（以下

「評価点」という。）は、予定価格の制

限の範囲内で入札書が無効でない者につ

いて、次の算式により算定する。 

総合評価点＝価格評価点＋技術評価

点（加算方式） 

評価点  ＝価格評価点＋技術評価

点（加算方式） 

２ 価格評価点及び技術評価点の配点 ２ 評価点         の配点 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

３ 価格評価点の算定方法 ３ 価格評価点の算定方法 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 入札者の入札価格が予定価格を超

える場合は失格とし、その入札を無効

とする。ただし、全ての入札者の入札

価格が予定価格を超える場合は、失格

とせず、再入札を行う。 

                   

                   

                   

                   

            

(4) 入札者の入札価格が次に定める失

格基準価格に満たない場合は、その入

札価格によっては契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認

められるとみなして失格とし、その入

札を無効とする。 

  失格基準価格（１万円未満切り上げ）

                   

                   

                   

                   

                   

          

                   



＝調査基準価格－予定価格×4/100 

 （調査基準価格とは、長岡市建設工事

低入札価格調査取扱試行要領（平成30

年長岡市公告第61号）第２項第１号に

規定する価格をいう。以下同じ。） 

                  

                   

                   

                   

                  

(5) 入札価格が失格基準価格以上かつ  

調査基準価格未満の場合は、次の算式 

により算出した点数を減点する。 

   減点＝(調査基準価格－入札価格)×

(20／(調査基準価格－失格基準価格)) 

（小数点以下第３位を四捨五入する。） 

                    

                    

                  

                    

                    

                    

(6) 無効となった入札参加者の入札価 

格は、価格評価点算出の対象としない。 

                    

                    

附 則  

この基準は、令和７年４月１日から施行する。 


